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第 7 章 特 別 支 援 教 育 

 

第 1 節  教  育  課  程  

 

１  平 成 21 年 度 特 別 支 援 教 育 教 育 新 課 程 講 習 会  

 (1)特 別 支 援 学 校   

  ア  会 の 名 称   平 成 21 年 度 特 別 支 援 学 校 新 教 育 課 程 講 習 会  

イ  目   的     特 別 支 援 学 校 の 教 育 課 程 に 関 す る 研 究 成 果 の 発 表 及 び 研 究 協 議 を 行 い 、特 別 支  

援 学 校 に お け る 学 習 指 導 等 の 改 善 と 教 員 の 指 導 力 向 上 に 資 す る 。  

   ウ  期 日 ・ 場 所  平 成 21 年 8 月 21 日 （ 金 ）    豊 田 市 立 豊 田 養 護 学 校  

   エ  参  加  者   特 別 支 援 学 校 教 員  83 人  

(2)小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 、 通 級 に よ る 指 導  

ア  会 の 名 称   特 別 支 援 教 育 に 係 る 新 教 育 課 程 講 習 会  

イ  目    的    文 部 科 学 省 主 催 の 「 特 別 支 援 学 校 新 教 育 課 程 説 明 会 （ 中 央 説 明 会 ）」 を 受 け 、  

そ の 内 容 を 小・中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 及 び 通 級 に よ る 指 導 担 当 者 等 に 伝 達 し 、そ  

の 周 知 を 図 る 。  

小・中 学 校 に お け る 特 別 支 援 教 育 の 現 状 と 課 題 や 、特 別 支 援 学 級 等 に お け る 支

援 や 指 導 の 在 り 方 に つ い て 説 明 し 、 特 別 支 援 教 育 体 制 の 推 進 を 図 る 。  

   ウ  期 日 ・ 場 所  平 成 21 年 8 月 18 日 （ 火 ）   尾 張 旭 文 化 会 館 （ 尾 張 部 会 ）  

          平 成 21 年 8 月 19 日 （ 水 ）   蒲 郡 市 民 会 館 （ 三 河 部 会 ）  

   エ  参  加  者   2 会 場  合 計 1,026 人  

 

２  特 別 支 援 教 育 研 究 委 嘱  

   項  目  

種  別  
学  校  名  研  究  課  題   研 究 委 嘱 期 間  

県 教 育 委 員 会  高 浜 市 立 翼 小 学 校  

よ り 確 か な 広 が り を も つ 特 別 支 援 教 育 を

求 め て ～ コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 役 割 ・ 学 級

間 ・ 学 校 間 の 交 流 授 業 を と お し て ～  

平 成 21 年 度  

～  

平 成 22 年 度  

 

３  学 校 訪 問  

特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 を 設 置 す る 小・中 学 校 を 訪 問 し 、学 校 管 理 、教 育 課 程 、学 習

指 導 、 生 徒 指 導 、 生 活 指 導 、 進 路 指 導 、 現 職 研 修 等 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 指 導 助 言 を 行 っ た 。 

(1)平 成 21 年 度 特 別 支 援 学 校 重 点 指 導 事 項  

   学 校 評 価 の 着 実 な 実 施 と 学 校 運 営 の 改 善 に つ い て  

(2)訪 問 校  

   ア  特 別 支 援 学 校  

      計 画 訪 問  15 校   

   イ  特 別 支 援 学 級 設 置 の 小 ・ 中 学 校  

      計 画 訪 問  小 学 校 6 校 、 中 学 校 6 校     
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４  教 育 課 程 の 編 成 と 運 営  

(1)幼 稚 部  

6 領 域 編 成  盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 1 校 、 養 （ 肢 ） 1 校  

(2)小 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 （ 小 学 部 3 年 生 以 上 、 知 的 障 害 養 護 学 校 を 除 く 。） で 編 成 さ れ て い

る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(3)中 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を

除 く 。）  

       盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(4)高 等 部  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、 各 教 科 、 道 徳 （ 知 的 障 害 養 護 学 校 の み ）、 

特 別 活 動 、 自 立 活 動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  教 育 課 程 に 類 型 又 は コ ー ス を 設 け て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 12 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

ウ  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

 

    ＊ （ 知 ） 知 的 障 害  （ 肢 ） 肢 体 不 自 由  （ 病 ） 病 弱  
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第 2 節  教  科  用  図  書  の  採  択  

 

１  小 学 部 及 び 中 学 部 （ 義 務 教 育 段 階 ） 使 用 教 科 用 図 書  

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 及 び 中 学 部 の 教 科 用 図 書 は 、 ｢義 務 教 育 諸 学 校 の 教 科 書 の 無 償 措 置 に 関

す る 法 律 ｣第 1 3 

特 別 支 援 学 校 の 教 科 用 図 書 は 、文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を 経 た 教 科 用 図 書 の ほ か 、盲 学 校 用 教 科 書

（ 点 字 本 ） が 小 学 部 4 種 目 各 1 種 、 中 学 部 9 種 目 各 1 種 、 聾 学 校 用 教 科 書 が 小 学 部 2 種 目 各 1

種 、 中 学 部 1 種 目 1 種 、 養 護 学 校 （ 知 的 障 害 教 育 ） 用 教 科 書 が 小 学 部 、 中 学 部 と も そ れ ぞ れ 3

種 目 各 1 種 か ら 採 択 す る と と も に 、 学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 の 規 定 に よ る 教 科 用 図 書 （ 以 下 ｢附 則

第 9 条 図 書 ｣と い う 。） を 採 択 し た 。  

条 の 規 定 に 基 づ き 、 採 択 し た 。  

附 則 第 9 条 図 書 の 採 択 に あ た っ て は 、愛 知 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、県 教 育 委 員

会 に お い て 附 則 第 9 条 図 書 の 選 定 及 び 採 択 の 方 針 を 決 定 す る と と も に 、 選 定 審 議 会 に 附 則 第 9

条 図 書 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 調 査 員 （ 特 別 支 援 学 校 教 職 員 等 29 人 ） を 置 き 、 そ の 調 査 研 究 に

基 づ く 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、 県 教 育 委 員 会 に お い て ｢平 成 22 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 ｣の

作 成 を 行 っ た 。  

   選 定 及 び 採 択 の 方 針 の 概 要 は 、次 の と お り で あ る 。① 児 童 生 徒 用 の 教 科 の 主 た る 教 材 と し て 教

育 目 標 の 達 成 上 適 切 な 図 書 を 選 定 す る こ と 。な お 、こ の 場 合 、下 学 年 用 の 文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を

経 た 教 科 書 又 は 文 部 科 学 省 著 作 教 科 書 の 選 定 に つ い て 検 討 す る も の と す る 。② 上 記 の 使 用 が 適 切

で な い 場 合 は 、 県 教 育 委 員 会 作 成 の 「 平 成 22 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 」 に 掲 載 さ れ て い る 図

書 の 中 か ら 選 定 す る も の と す る 。  

平 成 22 年 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

区 分  
文 部 科 学 省  

検 定 済 教 科 書  

特 別 支 援 学 校

用 教 科 書  

学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に  

規 定 す る 教 科 用 図 書  計  

小学校用教科書 一 般 図 書  

小 学 部  

11 種 目  

11 者  29 種  

 1,989 冊  

5 種 目  

5 者  15 種  

  2,029 冊  

 

10 種 目  

23 者  80 種  

 3,029 冊  

11 種 目  

34 者  124 種  

 7,047 冊  

中 学 部  

18 種 目  

10 者  39 種  

 1,706 冊  

9 種 目  

9 者  18 種  

 988 冊  

5 種 目  

5 者  5 種  

 241 冊  

18 種 目  

31 者  87 種  

 2,491 冊  

18 種 目  

42 者  151 種  

 5,426 冊  

 

２  高 等 部 使 用 教 科 用 図 書 の 採 択  

県 立 高 等 学 校 と 同 様 の 手 続 き で 採 択 し た 。（ P.111～ P.112 参 照 ）  

平 成 21 年 度 は 、生 徒 の 実 態 に 応 じ て 、高 等 学 校 用 、中 学 校 用 、小 学 校 用 又 は 特 別 支 援 学 校 小 ・

中 学 部 用 教 科 用 図 書 を 採 択 し た 。  

な お 、こ の ほ か 、｢愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 ｣第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、 208 種 の 一 般 図 書 の 教 科 用

図 書 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

平 成 22 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 高 等 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

高 等 部 用  

教 科 書  

高 等 学 校 用 教 科 用 図 書  学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に 規 定 す る 教 科 用 図 書  

計  高 等 学 校

用 教 科 書  

（ 第 1 部 ） 

同     左  

（ 第 2 部 ） 

中 学 校 用  

教 科 書  

小 学 校 用  

教 科 書  

特 別 支 援 学 校  

小 ・ 中 学 部 用  

教 科 書  

未 発 行  

45 種 目  

30 者 202 種  

3,607 冊  

な  し  

9 種 目  

7 者 21 種  

2,548 冊  

11 種 目  

10 者 35 種  

2,168 冊  

2 種 目  

1 者 2 種  

   8 冊  

67 種 目  

31 者 260 種  

8,331 冊  
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３  就 学 猶 予 ・ 免 除 者 へ の 教 科 書 の 無 償 給 与  

「 就 学 義 務 猶 予 免 除 者 に 対 す る 教 科 書 の 無 償 給 与 に つ い て 」（ 平 成 17 年 4 月 1 日 付 17 文 科 初

第 22 号 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 依 頼 ） に 基 づ き 、 学 校 教 育 法 第 18 条 の 規 定 に よ り 保 護 者

が 就 学 さ せ る 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 さ れ た 児 童 生 徒 で 、 教 科 書 の 給 与 を 希 望 し 、 か つ 市 町 村 教 育

委 員 会 が 教 科 書 に よ る 学 習 が 可 能 で あ る と 認 め た 者 に 対 し て 教 科 書 を 無 償 給 与 す る こ と が で き

る 。 平 成 21 年 度 は 19 人 に 給 与 し た 。  

４  補 助 教 材  

   「 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 」第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、各 学 校 か ら 小 学 部 用 231 種 、中 学 部 用 211

種 、 高 等 部 用 151 種 の 補 助 教 材 の 使 用 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

 

第 3 節  就   学   指   導  

 

１  愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 の 把 握 と 特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正

を 期 す る た め 、県 教 育 委 員 会 に 愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会（ 会 長  愛 知 県 特 別 支 援 教 育 推 進 連 盟 理 事

長 ） を 設 置 し て い る 。 こ の 委 員 会 は 、 医 師 、 学 識 経 験 者 、 児 童 福 祉 関 係 者 、 教 育 関 係 者 等 25 人

以 内 の 委 員 で 構 成 し て お り 、障 害 児 の 就 学 、地 区 就 学 指 導 委 員 会 と の 連 絡 調 整 、特 別 支 援 教 育 の

啓 発 等 に 関 す る 事 業 に つ い て 協 議 す る こ と と な っ て い る 。（ 平 成 20 年 度 よ り 、愛 知 県 就 学 指 導 委

員 会 と 、 地 区 就 学 指 導 委 員 会 を 一 本 化 す る 。）  

平 成 21 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

開   催   日  協    議    事    項  

22.1.8 
障 害 児 の 就 学 指 導 に つ い て  

平 成 22 年 度 に 係 る 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 に つ い て  

 

２  市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 把 握 と 障 害 児 の 判 定 と 就 学 指 導 、特 別 支 援 教 育 の 啓 発 等 の 協 議 を 行 っ

て い る 。  

平 成 21 年 度 に お け る 就 学 に 係 る 教 育 事 務 所 別 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 は 、 次 の と お り

で あ る 。  

区   分  
市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

審  議  人  数  （ 人 ） 

尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,227 

海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村    465 

知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    308 

西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,473 

東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    677 

新 城 設 楽 支 所・設 楽 教 育 指 導 室 管 内 の 市 町 村     44 

合   計  4,194 
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３  入 学 前 就 学 相 談  

適 正 な 就 学 を 推 進 す る た め 、就 学 前 の 障 害 の あ る 子 ど も を も つ 保 護 者 に 対 し て 、そ の 教 育 に 係

る 相 談 活 動 を 県 内 6 地 区 、 7 会 場 で 実 施 し た 。  

相 談 員 は 、医 師 、小・中 学 校 教 員 、特 別 支 援 学 校 教 員 、県 総 合 教 育 セ ン タ ー 職 員 、市 町 村 教 育

委 員 会 職 員 、 教 育 事 務 所 指 導 主 事 等 約 15 人 で 構 成 し て い る 。  

平 成 21 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 次 の と お り で あ る 。              

地    区  開  催  日  会       場    相 談 者 数（ 人 ） 

尾 張 ( 愛 日 ) 地 区  8/19・ 20 鳥 居 松 ふ れ あ い セ ン タ ー   84 

尾 張 (中 島・丹 葉 )地 区  8/25・ 26 一 宮 市 テ ニ ス 場   77 

海 部 地 区   8/27・ 28 ア イ プ ラ ザ 津 島   59 

知 多 地 区   8/ 5・  6 半 田 市 福 祉 文 化 会 館   76 

西 三 河 地 区  8/ 6 西 三 河 総 合 庁 舎   24 

東 三 河 地 区   8/ 6・  7 東 三 河 総 合 庁 舎   63 

新 城 ・ 設 楽 地 区  7/27 新 城 市 勤 労 青 少 年 ホ ー ム   26 

計  409 

 

４  平 成 21 年 度 障 害 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 の 就 学 者 数              （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  
幼  児 ・ 児  童 ・ 生  徒  数  

計  幼  小  中  高  

計  14,036 113 7,245 3,781 2,897 

特 別 支 援 学 校   6,473 113 2,114 1,349 2,897 

特 別 支 援 学 級   7,563 －  5,131 2,432 －  

 

５  平 成 21 年 度 障 害 に よ る 就 学 義 務 猶 予 ・ 免 除 者 数 （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  計  6～ 11 歳  12～ 14 歳  

計  5 5 0 

猶    予  3 3 0 

免    除  2 2 0 

 

６  障 害 児 就 学 指 導 担 当 者 講 習 会  

特 別 支 援 学 校 及 び 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正 を 期 し 、県 教 育 委 員 会 が 作 成 し た「 障

害 児 就 学 指 導 の 手 引 」の 趣 旨 徹 底 を 図 る た め 、市 町 村 教 育 委 員 会 の 障 害 児 の 就 学 事 務 担 当 者 を 対

象 と し て 、 次 の と お り 5 地 区 に お い て 講 習 会 を 開 催 し た 。  

地   区  開 催 日  会     場  参   加   者   参 加 者 数 （ 人 ） 

尾   張  5/12 県 三 の 丸 庁 舎  
尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 33 

海   部  6/23 海 部 総 合 庁 舎  
海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 13 

知   多  6/ 4 知 多 総 合 庁 舎  
知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 17 

西  三  河  6/23 み あ い 養 護 学 校  
西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 24 

東  三  河  6/23 東 三 河 総 合 庁 舎  
東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 14 

計  101 
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７  市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等 会 議  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 調 査 を も と に 就 学 指 導 を 適 正 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、市 町 村 の 特 別

支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） を 対 象 に 連 絡 会 を 開 催 し た 。  

開  催  日  会   場  参       加       者    参 加 者 数（ 人 ） 

21/5/15 
県 自 治 ｾﾝﾀｰ 

各 市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） 

各 教 育 事 務 所 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等  

105 

21/9/ 4 105 

 

８  特 別 支 援 学 校 （ 小 ・ 中 学 校 ） 学 校 指 定  

学 校 教 育 法 施 行 令 第 14 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 平 成 21 年 度 の 学 校 指 定 の 状 況 は 、次 の と お り

で あ る 。  

     平 成 21 年 度 特 別 支 援 学 校 指 定 状 況 に つ い て  （ 単 位 ： 人 ）（ 21.5.1 現 在 ）  

区     分  盲 学 校  聾 学 校  

養  護  学  校  

合  計  知  的  

障  害  

肢  体  

不 自 由  
病  弱  計  

新 学 齢 児   9 42 242 140 6 388 439 

小 ・ 中 学 校 か ら の 転 校   1  5  18  10 38  66  72 

特 別 支 援 学 校 間 の 転 校   0  1  12   4  0  16  17 

他 県 か ら の 転 校   0  0   0   0  5   5   5 

就 学 猶 予 ・ 免 除 の 解 除   0  0   0   0  0   0   0 

計  10 48 272 154 49 475 533 

 

９  幼 稚 部 ・ 高 等 部 入 学 者 選 考  

平 成 21 年 11 月 6 日 「 平 成 21 年 度 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び 高 等 部 の 入 学 者 の 募 集

に つ い て 」 公 告 、 平 成 22 年 2 月 2 3 日 、 各 募 集 学 校 に お い て （ 高 等 養 護 は 2 月 2 日 ）、 入 学 者 選

考 を 実 施 し た 。 平 成 22 年 度 入 学 志 願 者 数 等 の 概 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

区    分  募 集 人 員     志 願 者 数（ 人 ）    入 学 者 数（ 人 ） 

幼
稚
部 

盲  学  校  若 干 人    3   3 

聾  学  校  約   42 人 程 度   29  29 

養 護 学 校  約   12 人 程 度   10  10 

高
等
部 

盲  学  校  約   62 人   35  33 

聾  学  校  約  104 人   64  63 

養 護 学 校  約  821 人  839 761 
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第 4 節  施  設  内  教  育  ・  訪  問  教  育  

 

１  施 設 内 教 育  

児 童 福 祉 施 設 等 に 入 所（ 院 ）し て い る 学 齢 児 童 生 徒 の う ち 、就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態

が 重 度 又 は 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受 け る こ と が 困 難 な 者 に 対 し て 、施 設 等 内 に お い

て 通 学 生 に 準 じ た 教 育 を 実 施 し た 。（ 2 施 設 6 病 院 、 27 学 級 、 67 人 ）  

２  訪 問 教 育  

就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態 が 極 め て 重 度 で あ る か 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受

け る こ と が 困 難 な 在 宅 又 は 病 院 入 院 中 の 学 齢 児 童 生 徒 に 対 し て 、週 3 回 、 1 回 3 単 位 時 間 、教 員

を 家 庭 等 へ 派 遣 し 教 育 を 行 っ た 。 高 等 部 に お い て は 、 平 成 1 2 

３  訪 問 教 育 児 童 生 徒 集 団 学 習  

年 4 月 か ら 家 庭 訪 問 教 育 を 本 格 的

に 実 施 し た 。（ 46 学 級 、 101 人 ）  

訪 問 教 育 対 象 児 童 生 徒 に 対 し 、学 習 発 表 会 、野 外 学 習 、社 会 見 学 等 、保 護 者 参 加 の も と に 、社

会 適 応 力 の 伸 長 を 図 る た め 、 集 団 学 習 の 機 会 を 設 け た 。  

  （ 参 加 者 延 べ 163 人 、 参 加 率 36.6％ ）  

４  平 成 21 年 度 施 設 内 教 育 ・ 訪 問 教 育 の 学 級 数 等                              （ 21.5.1 現 在 ）  

区     分  

施  設  内  教  育  訪   問   教   育  

学 級 数  
児 童 ・ 生 徒 数  

学 級 数  
児 童 ・ 生 徒 数  

計  小  中  計  小  中  高  

合     計  27 67 40 27 46 101 46 39 16 

知 的 障 害  

計  13 33 17 16 12  27 19  8  0 

県 立  13 33 17 16  8  17 11  6  0 

市 立   0  0  0  0  4  10  8  2  0 

肢 体 不 自 由 （ 県 立 ）   3  7  5  2 25  59 24 19 16 

病    弱 （ 県 立 ）  11 27 18  9  9  15  3 12  0 

県  立  計 （ 再 掲 ）  27 67 40 27 42  91 38 37 16 

 

第 5 節  特  別  支  援  教  育  の  推  進  

 

１  特 別 支 援 学 級 等 の 充 実  

(1)学 級 編 制 等  

    平 成 21 年 度 に お け る 特 別 支 援 学 級 数 は 2,066 学 級 で 前 年 度 よ り 122 学 級 増 で あ る 。  

特  別  支  援  学  級  の  学  級  数  等             （ 21.5.1 現 在 ）  

区    分  
設  置  学  校  数  学     級     数  児  童  ・  生  徒  数  

計  小  中  計  小  中  計  小  中  

計  1,974 1,420 554 2,066 1,470 596 7,145 4,841 2,304 

知 的 障 害  1,035   723 312 10,81   743 338 3,804 2,456 1,348 

肢 体 不 自 由     24    22   2    24    22   2    46    42     4 

病 弱・身 体 虚 弱     28    23   5    32    26   6    69    55    14 

弱 視      5     4   1     5     4   1     6     5     1 

難 聴      8     6   2     8     6   2    18    14     4 

言 語 障 害      1     1   0     1     1   0     4     4     0 

自閉症・情緒障害   873   641 232   915   668 247 3,198 2,265   933 

（ 注 ）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。  
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(2)通 級 指 導 教 室  

通 級 指 導 教 室 は 、通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 軽 度 の 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の 障 害 の 改 善・克 服

の 指 導 の 場 と し て 、 平 成 5 年 度 に 制 度 化 さ れ た 。  

通 級 指 導 教 室 設 置 学 校 数 ・ 教 室 数 ・ 指 導 を 受 け て い る 児 童 生 徒 数   （ 21.5.1 現 在 ） 

区   分  
設  置  学  校  数  教    室    数  児  童  ・  生  徒  数  

小  中  聾  計  小  中  聾  計  小  中  計  

言 語 障 害   34    34  34    34   516    516 

自 閉 症   13 2   15  13 2   15   169 20   189 

情 緒 障 害   20 3   23  20 3   23   276 23   299 

難 聴    4 1    5   4 1    5    31  6    37 

Ｌ Ｄ   10 1   11  10 1   11   143  8   151 

Ａ Ｄ Ｈ Ａ   28    28  28    28   340    340 

言 語 ・ 難 聴    5   5   5   5    67 15    82 

合 計  105 7 5 117 109 7 5 121 1,542 72 1,614 

（ 注 1）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。（ 複 数 設 置 校 4 校 ）  

 （ 注 2）「 言 語 ・ 難 聴 」 は 、 聾 学 校 教 員 に よ る 通 級 指 導 で あ る 。
 

 

２  養 護 学 校 体 験 入 学  

障 害 の あ る 子 ど も の 適 正 か つ 円 滑 な 就 学 の 推 進 を 図 る た め 、 平 成 20 年 度 に 引 き 続 き 豊 田 市 立

豊 田 養 護 学 校 及 び 県 立 養 護 学 校 （ 高 等 養 護 学 校 を 除 く ） 全 校 に お い て 体 験 入 学 を 実 施 し た 。  

   新 た に 入 学 す る こ と と な る 障 害 の あ る 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、授 業 参 観 、学 校 に

お け る 諸 活 動 へ の 参 加 、 就 学 相 談 等 を 行 っ た 。  

             平  成  21 年  度  参  加  者  状  況                  （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  知 的 障 害 養 護 学 校  肢 体 不 自 由 養 護 学 校  病 弱 養 護 学 校  計  

新 学 齢 児 童 等  312 130 1   443 

保 護 者  506 189 2   697 

そ の 他   39  36 1    76 

計  857 355 4 1,216 

                                      （ 延 べ 人 数 ）  

３  聾 幼 児 教 育 相 談 事 業  

聴 覚 障 害 児 の 言 語 指 導 で は 特 に 幼 児 期 の 指 導 が 重 要 で あ る の で 、聾 幼 児 教 育 相 談 事 務 嘱 託 員 を

千 種 ・ 豊 橋 ・ 岡 崎 ・ 一 宮 聾 学 校 に 計 4 人 配 置 し た 。  

   各 聾 学 校 と も 、聴 力 検 査 及 び 障 害 に つ い て の 教 育 相 談 、基 本 的 生 活 習 慣 確 立 の 指 導 、補 聴 器 利

用 の 指 導 、 発 語 ・ 読 話 指 導 、 リ ズ ム 遊 戯 等 に よ る 集 団 へ の 適 応 、 両 親 教 育 等 を 行 っ て い る 。  
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第 6 節  就   学   奨   励  

 

 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 並 び に 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 負 担 金 交 付 要 綱 及 び 同 補

助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 公 立 の 特 別 支 援 学 校 並 び に 小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学 を 奨

励 す る た め 、 そ の 就 学 に 必 要 な 経 費 の う ち 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す

る た め の 就 学 奨 励 事 業 を 実 施 し た 。  

１  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 校 分 ）  

 
教 科 用 図 書

購 入 費  
学 校 給 食 費  

交     通     費  

通   学   費  帰   省   費  
職 場 実 習 費  

本     人  付  添  人  本     人  付  添  人  

支弁人員 (人) 1 , 4 8 1  4 , 9 8 1  5 , 3 9 6  2 , 0 0 7  3 0 0  5 0  7 7 3  

支弁額 (円) 1 3 , 0 0 3 , 0 1 4  1 9 6 , 4 6 5 , 9 4 1  1 2 0 , 9 1 9 , 5 4 1  3 8 , 2 2 8 , 2 6 4  6 , 2 7 6 , 1 3 0  6 9 5 , 2 1 5  1 , 6 0 3 , 1 1 4  

 

交  通  費  寄  宿  舎  居  住  に  伴  う  経  費  

修 学 旅 行 費  校 外 学 習 費  
宿 泊 生 活  

訓 練 費  交 流 学 習 費  寝 具 購 入 費  
日 用 品 等  

購 入 費  
食 費  

支弁人員 (人) 1 7 9  5 4  1 6 7  1 6 9  1 , 2 1 4  2 , 6 6 1  1 , 8 3 2  

支弁額 (円) 4 0 , 6 3 8  2 3 6 , 2 5 0  9 , 1 0 5 , 3 9 3  1 3 , 7 7 4 , 7 3 4  3 8 , 0 5 9 , 4 1 2  1 , 6 0 9 , 5 0 1  7 , 3 3 6 , 5 3 6  

 
職 場 実 習  

宿 泊 費  

学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童

生 徒 学 用 品

等 購 入 費  

通 学 用 品  

購 入 費  
合 計  実 支 給 人 員  

 

支弁人員 (人) 2  5 , 0 8 5  1 , 3 7 3  3 , 7 2 5   5 , 8 2 7  

支弁額 (円) 8 , 8 9 7  5 6 , 5 3 3 , 6 0 1  2 5 , 3 8 6 , 1 0 0  3 , 7 5 6 , 2 7 9  5 3 3 , 0 3 8 , 5 6 0    

 

２  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 級 分 ）  

区   分  学 校 給 食 費  
交 通 費  

（ 通 学 費 ）  

現 場 実 習  

交 通 費  

交 流 学 習  

交 通 費  
修 学 旅 行 費  

校  外  学  習  費  

宿 泊 を 伴 わ

な い も の  

宿 泊 を 伴 う

も の  

小

学
校 

支弁人員 (人) 3 , 1 7 4  4 7  0  1 0 7  4 8 0  2 , 6 8 4  4 0 4  

支弁額 (円) 6 0 , 8 8 3 , 4 7 3  4 5 7 , 6 1 3  0  4 0 , 0 2 8  4 , 7 3 7 , 1 9 1  1 , 8 5 4 , 9 0 7  4 9 8 , 3 7 7  

中

学
校 

支弁人員 (人) 1 , 3 1 0  4 8  9  1 6  3 8 0  9 3 5  3 6 1  

支弁額 (円) 2 7 , 5 9 4 , 7 3 7  1 , 5 1 3 , 6 5 1  1 3 , 5 0 0  9 , 5 6 0  9 , 2 9 4 , 3 6 9  8 8 0 , 2 5 5  7 8 9 , 9 8 9  

計 
支弁人員 (人) 4 , 4 8 4  9 5  9  1 2 3  8 6 0  3 , 6 1 9  7 6 5  

支弁額 (円) 8 8 , 4 7 8 , 2 1 0  1 , 9 7 1 , 2 6 4  1 3 , 5 0 0  4 9 , 5 8 8  1 4 , 0 3 1 , 5 6 0  2 , 7 3 5 , 1 6 2  1 , 2 8 8 , 3 6 6  

区   分  

学 用 品  

学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童  

生 徒 学 用 品  

等 購 入 費  

通 学 用 品  

購 入 費  

体 育 実 技  

用 具 費  
拡 大 教 材 費  合 計  実 支 給 人 員  

小

学
校 

支弁人員 (人) 3 , 1 7 6  4 2 6  2 , 5 8 7  0  0  1 3 , 0 8 5  
3 , 1 6 4  

支弁額 (円) 1 7 , 1 4 2 , 3 9 0  4 , 2 0 7 , 8 5 0  2 , 7 3 5 , 1 7 5  0  0  9 2 , 5 5 7 , 0 0 4  

中

学
校 

支弁人員 (人) 1 , 3 1 4  4 6 5  7 7 9  0  0  5 , 6 1 7  
1 , 3 1 7  

支弁額 (円) 1 4 , 0 1 9 , 1 8 9  5 , 2 3 1 , 1 0 0  8 2 4 , 1 8 4  0  0  6 0 , 1 7 0 , 5 3 4  

計 

支弁人員 (人) 4 , 4 9 0  8 9 1  3 , 3 6 6  0  0  1 8 , 7 0 2  
4 , 4 8 1  

支弁額 (円) 3 1 , 1 6 1 , 5 7 9  9 , 4 3 8 , 9 5 0  3 , 5 5 9 , 3 5 9  0  0  1 5 2 , 7 2 7 , 5 3 8  

（ 注 ） 実 施 市 町 村 数  53 市 町 村  

 

 

 


